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都市計画策定市民会議について 

 
都市全体を見渡して横断的な取組みを進めるため、松本市都市計画策定市民会議設置

要綱にもとづく「松本市都市計画策定市民会議」を設置し、関係する事業者や公募市民

等からの意見を聴取して計画を策定します。 

また、計画策定の各段階において、市民を対象とした説明会を企画・開催し、広く市

民意見を聴取する機会を設けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁    議 

審議・報告 

都市計画策定庁内連絡会議 

≪庁内検討組織≫ 

【連絡会議】 
委 員 長：副市長 
副委員長：建設部長 
委   員：部 長 

【幹 事 会】 
幹 事 長：建設部長 
幹   事：関係課長 

【部  会】 
部 会 長：都市政策課長 
メンバー ：関係係長 

（事務局） 
都市政策課 

まち・ひと・しごと 
創生総合戦略 

公共施設等 
総合管理計画 

地域公共交通網 
形成計画 

≪庁内関連≫ 
連携 
整合 

市 議 会 
意見・ 
提言 

≪庁外検討組織≫ 

意見
聴取 

【都市計画審議会】 
委 員 長：大江准教授 
委   員：１９名 
       市議会議員 
       関係行政機関 
       学識経験者 

【市民等の意見聴取】 

各地区における懇談会等 

町会連合会等への説明会 

パブリックコメントの実施 

意見 
反映 

【関係機関】 

国土交通省 

長野県 

隣接自治体等 

協議調整 

情報交換 

【都市計画策定市民会議】 
 
学識経験者、関係機関、 
市民代表による会議 

意見聴取 

提言 

資料１ 
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○松本市都市計画策定市民会議設置要綱 

平成１９年６月１９日 

告示第３２６号 

改正 平成２４年３月３０日告示第１７３号 

平成２６年３月３１日告示第７４号 

（目的） 

第１条 この要綱は、市民と行政が協働して本市の都市計画に関する基本方針（以下「基本

方針」という。）及び松本市総合都市交通計画（以下「交通計画」という。）を策定する

ため、松本市都市計画策定市民会議（以下「市民会議」という。）を設置することについ

て、必要な事項を定めることを目的とする。 

（所掌事項） 

第２条 市民会議は、基本方針及び交通計画の策定について審議し、市長に意見、提言を行

うものとする。 

（組織） 

第３条 市民会議は、委員２５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 商工業関係者 

（２） 農林業関係者 

（３） 有識者 

（４） 市議会議員 

（５） 公募者（市内に住所を有する者に限る。） 

（６） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から基本方針及び交通計画が策定される日までの間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 市民会議に委員長１人及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、市民会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 市民会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。 
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（部会） 

第７条 委員長は、市民会議に専門の事項を審議するため部会を置くことができる。 

２ 部会について必要な事項は、委員長が市民会議に諮って定める。 

（庶務） 

第８条 市民会議の庶務は、建設部都市政策課において処理する。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成１９年７月４日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日告示第１７３号） 

この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日告示第７４号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

 


